
  
 

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

第
十
条
第
一
項
第
八
号
中
「
伴
い
」
の
下
に
「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
等
の
」
を
加
え
る
。 

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

（
見
直
し
） 

２ 

こ
の
法
律
の
規
定
及
び
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
措
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
を
目
途
と
し
て
、

必
要
な
見
直
し
が
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
。 

 


